
議

案

第

十

九

号

杉

並

区

介

護

保

険

高

額

介

護

サ

ー

ビ

ス

費

等

資

金

貸

付

基

金

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

二

十

一

年

二

月

十

三

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

介

護

保

険

高

額

介

護

サ

ー

ビ

ス

費

等

資

金

貸

付

基

金

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

杉

並

区

介

護

保

険

高

額

介

護

サ

ー

ビ

ス

費

等

資

金

貸

付

基

金

条

例

（

平

成

十

二

年

杉

並

区

条

例

第

三

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

中

「

三

千

万

円

」

を

「

千

万

円

」

に

改

め

る

。

第

三

条

第

三

号

中

「

第

五

十

一

条

の

二

第

五

項

」

を

「

第

五

十

一

条

の

三

第

五

項

」

に

、

「

第

六

十

一

条

の

二

第

五

項

」

を

「

第

六

十

一

条

の

三

第

五

項

」

に

改

め

る

。

附

則

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

一

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

三

条

第

三

号

の

改

正

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

提

案

理

由

）

介

護

保

険

高

額

介

護

サ

ー

ビ

ス

費

等

資

金

貸

付

基

金

の

額

を

減

額

す

る

等

の

必

要

が

あ

る

。
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杉

並

区

介

護

保

険

高

額

介

護

サ

ー

ビ

ス

費

等

資

金

貸

付

基

金

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

新

条

例

旧

条

例

（

基

金

の

額

）

（

基

金

の

額

）

第

二

条

基

金

の

額

は

、

千

万

円

と

す

る

。

第

二

条

基

金

の

額

は

、

三

千

万

円

と

す

る

。

（

借

受

け

の

資

格

）

（

借

受

け

の

資

格

）

第

三

条

資

金

の

貸

付

け

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

第

三

条

資

金

の

貸

付

け

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

者

は

、

次

に

掲

げ

る

要

件

を

備

え

て

い

な

け

れ

ば

者

は

、

次

に

掲

げ

る

要

件

を

備

え

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

な

ら

な

い

。

一

及

び

二

略

一

及

び

二

略

三

自

己

が

受

け

た

介

護

サ

ー

ビ

ス

に

要

し

た

費

三

自

己

が

受

け

た

介

護

サ

ー

ビ

ス

に

要

し

た

費

用

に

つ

い

て

、

法

第

四

十

条

各

号

又

は

第

五

十

用

に

つ

い

て

、

法

第

四

十

条

各

号

又

は

第

五

十

二

条

各

号

に

定

め

る

保

険

給

付

（

第

四

十

一

条

二

条

各

号

に

定

め

る

保

険

給

付

（

第

四

十

一

条

第

七

項

、

第

四

十

二

条

の

二

第

七

項

、

第

四

十

第

七

項

、

第

四

十

二

条

の

二

第

七

項

、

第

四

十

六

条

第

五

項

、

第

四

十

八

条

第

五

項

、

第

五

十

六

条

第

五

項

、

第

四

十

八

条

第

五

項

、

第

五

十

一

条

の

三

第

五

項

、

第

五

十

三

条

第

五

項

、

第

一

条

の

二

第

五

項

、

第

五

十

三

条

第

五

項

、

第

五

十

四

条

の

二

第

七

項

、

第

五

十

八

条

第

五

項

五

十

四

条

の

二

第

七

項

、

第

五

十

八

条

第

五

項

資 料
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及

び

第

六

十

一

条

の

三

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

及

び

第

六

十

一

条

の

二

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

支

給

が

あ

っ

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

場

合

そ

の

支

給

が

あ

っ

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

場

合

そ

の

他

規

則

で

定

め

る

場

合

を

除

く

。

）

を

受

け

る

他

規

則

で

定

め

る

場

合

を

除

く

。

）

を

受

け

る

見

込

み

が

あ

る

こ

と

。

見

込

み

が

あ

る

こ

と

。

四

略

四

略


